
   婚姻届　記載例　（日本人同士が日本方式で婚姻する場合）鉛筆、消せるボールペン等は使用しないでください。

尾　張　　　　太　郎     　　旭　　　　 　花　子

おわり　　　　　　たろう　　　　　　　 あさひ　　　　　　　はなこ

昭和　〇〇　　 〇〇　　〇〇　　　　　　平成 〇〇     〇〇    〇〇

愛知県尾張旭市東大道町曽我廻間　　　　　左に同じ 

２３０１番地１　　　　　　　　　

尾張　太郎　　　　　　　　　　左に同じ

おわり　たろう　　　　　　　　　　　　

愛知県尾張旭市東大道町原田　　　 愛知県長久手市岩作城の内 

　２６００　　　　　　　　１　　　　　　　　　６０　　　１ 

　　　　尾張　幸雄　　　　　　　　　　　　旭　忠治

尾張　幸雄　　　　　　　　　　　　　　旭　忠治 

愛知　松子　　　　　長　　　　　　　　旭　春子　　　　　　　二　　　　　　　　　

愛知県尾張旭市東大道町原田２６００　　　　　１　　　

尾　張　太　郎　　　　　　　　旭　　花　子

　　尾　張　　幸　雄　　　　　　　瀬　戸　　竹　子 

昭和 〇〇　 〇〇     〇〇　　　平成 〇〇   〇〇　　 〇〇

愛知県尾張旭市東大道町原田　　　愛知県名古屋市守山区小幡 

２６００番地１　　　　　　　　　１丁目３番１号 

　　　　　同　上　　　　　　　　愛知県日進市蟹甲町池下 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６８

✓ ✓

✓

✓✓

〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇  

　　　〇　　〇　 〇 

愛知県尾張旭市

平成　〇〇　　　　〇〇

届書は、略字で書かずに戸籍に記
載されているとおりの文字で記入
してください。

この婚姻届を提出する日を記入し
てください。 
届出日が婚姻日になります。

婚姻前の氏で記入してください。

住民登録されている住所を記入し
てください。 
婚姻届と同時に住所を変更する届
出（転入届等）をする場合には、新
住所を記入してください。 
※夜間休日等に届出する場合は住
所の変更はできませんので、後日開
庁時間内に手続きが必要です。

父母欄には、実父母の現在の氏名
を記入してください。 
養父母がいる場合は、養父母の現
在の氏名を記入してください。

結婚式をあげたときまたは同居を
始めたときのうち早いほうを記入
してください。まだ挙式も同居も
していない場合は空欄で差し支え
ありません。

夫または妻の氏のいずれかを選んでください。 
婚姻届により夫婦は同一の氏を称することになります。 
氏を称するかたが戸籍の筆頭者でない場合は、夫婦で新しい戸籍がつくられますので、希望する
本籍を必ず記入してください。 
すでに戸籍の筆頭者となっているかたの氏を称する場合は「新本籍」欄は記入しないでください。 
新本籍は、届出する時点で存在する地番、もしくは住居表示の街区符号までとなります。 
新本籍を設定することが可能かは、新本籍を設定する市区町村役場へお問合せください。

成人２人の証人が必要です。 
証人本人が署名、生年月日、住所、本籍を記入してください。（押印は任意です。）

初めての結婚のときは「初婚」に、再婚のときは直前の結婚について「死別」か「離別」をチェ
ックし、死別日もしくは離別日を記入してください。

 

届出できるところ：夫または妻の本籍地、住民登録地、所在地のいずれかの市区町村 

　　　　　　　　　（この届出は、夜間・休日でも届出することができます。） 

 

必要なもの：婚姻届１通 

　　　　　　届出を持参する人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等） 

　　　　　　※本人確認書類をお持ちでないかたや、夫婦のどちらか一方、使者のかたでも届出できます。 

ただし、本人確認ができなかったかたに対して、郵便で婚姻届が出されたことをお知らせします。 

 

※戸籍の届出は、休日や夜間も宿直室にて受付しますが、届書の記載に不備がある場合や必要な書類がない場

合等には再度来庁してもらうことがあります。 

※婚姻届を出されますと、住民票の氏や本籍欄は自動的に変更されますが、住所や世帯の合併等は別に届出が

必要です。 

※氏が変更になるかたがマイナンバーカードをお持ちの場合は記載事項の変更が必要です。 

※届出内容が戸籍に記載され、戸籍謄本が発行できるまでに１～２週間程度かかります。 

※夫・妻の一方が外国人、または外国人同士の婚姻のときは、取扱いが異なりますので、市民課へお問合せく

ださい。

それぞれ婚姻前の氏名で署名し

てください。（押印は任意です。）

平日の開庁時間に連絡がとれる電話番号を記入してください。

婚姻前のそれぞれの本籍地、筆頭
者の氏名を記入してください。 
筆頭者とは戸籍の初めに記載され
ている人です。

☆この記載例は、すべてのかたに当てはまるものではありません。詳しくは市民課までお問合せください。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市ホームページはこちら⇒


